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キ
ル
基
の
炭
素
数
が
三
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
二
―
ジ
イ
ソ
プ

キ
ル
基
の
炭
素
数
が
三
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
二
―
ジ
イ
ソ
プ

ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
プ
ロ
ト
ン

ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル
及
び
二
―
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ

化
塩
類
（
二
―
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル
塩
酸
塩

ノ
エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル
塩
酸
塩
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
プ
ロ
ト
ン
化
塩

を
含
む
。
）

類

ヨ
～
ヤ

［
略
］

ヨ
～
ヤ

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

第
二
条
の
二

［
略
］

第
二
条
の
二

［
略
］

第
三
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
四
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
三
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
四
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二

［
略
］

一
～
二

［
略
］

三

推
進
装
置
若
し
く
は
そ
の
部
分
品
、
モ
ー
タ
ケ
ー
ス
の
ラ
イ
ニ
ン
グ

三

推
進
装
置
若
し
く
は
そ
の
部
分
品
、
モ
ー
タ
ケ
ー
ス
の
ラ
イ
ニ
ン
グ

若
し
く
は
断
熱
材
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は

若
し
く
は
断
熱
材
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
の
製
造
用
の
装
置
若
し
く
は
工
具
若
し
く
は
試
験
装
置
若
し
く

こ
れ
ら
の
製
造
用
の
装
置
若
し
く
は
工
具
若
し
く
は
試
験
装
置
若
し
く

は
こ
れ
ら
の
部
分
品

は
こ
れ
ら
の
部
分
品

イ

タ
ー
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
又
は
タ
ー
ボ
フ
ァ
ン
エ
ン
ジ
ン
で
あ

イ

タ
ー
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
又
は
タ
ー
ボ
フ
ァ
ン
エ
ン
ジ
ン
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

１

最
大
推
力
が
四
〇
〇
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
超
え
る
も
の
（
最
大
推

１

機
体
に
搭
載
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
最
大
推
力
が
四

力
が
八
、
八
九
〇
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本

〇
〇
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
超
え
る
も
の
（
機
体
に
搭
載
さ
れ
て
い
な

邦
の
政
府
機
関
が
民
間
航
空
機
に
使
用
す
る
こ
と
を
認
定
し
た

い
状
態
に
お
け
る
最
大
推
力
が
八
、
八
九
〇
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
超

も
の
を
除
く
。
）

え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
邦
の
政
府
機
関
が
民
間
航
空
機
に
使

用
す
る
こ
と
を
認
定
し
た
も
の
を
除
く
。
）

２

燃
料
消
費
率
が
一
時
間
に
つ
き
推
力
一
ニ
ュ
ー
ト
ン
当
た
り

２

海
面
上
に
お
け
る
国
際
民
間
航
空
機
関
が
定
め
る
標
準
大
気

〇
・
一
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

状
態
で
の
最
大
連
続
推
力
の
燃
料
消
費
量
が
一
時
間
に
つ
き
推

力
一
ニ
ュ
ー
ト
ン
当
た
り
〇
・
一
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
略
］



- 3 -

（
二
）

［
略
］

（
二
）

［
略
］

ロ
～
ル

［
略
］

ロ
～
ル

［
略
］

四
～
二
十
七

［
略
］

四
～
二
十
七

［
略
］

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

五

合
金
の
粉
末
又
は
合
金
の
粒
子
状
物
質
の
製
造
用
に
設
計
し
た
装
置

五

合
金
又
は
そ
の
粉
末
の
製
造
用
の
装
置
（
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
防

で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

止
対
策
を
講
じ
て
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
第
七
号
ハ
（
二

）
１
か
ら
８
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
法
に
お
い
て
使
用
す
る

よ
う
に
設
計
し
た
も
の

イ

コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
防
止
す
る
よ
う
に
特
に
設
計
し
た
も

［
新
設
］

の
ロ

第
七
号
ハ
（
二
）
１
か
ら
８
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

［
新
設
］

法
に
お
い
て
使
用
す
る
よ
う
に
特
に
設
計
し
た
も
の

六
～
十

［
略
］

六
～
十

［
略
］

十
一

潤
滑
剤
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
、
振
動
防
止
用
に

十
一

潤
滑
剤
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
又
は
振
動
防
止
用

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
液
体
又
は
冷
媒
用
の
液
体
で
あ
っ
て
、
次
の

若
し
く
は
冷
媒
用
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
液
体
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ニ

電
子
機
器
の
冷
媒
用
に
設
計
し
た
液
体
で
あ
っ
て
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ニ

電
子
機
器
の
冷
媒
用
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
液
体
で
あ
っ
て

ー
ボ
ン
か
ら
な
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当

、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
か
ら
な
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
（
一
）
及
び

す
る
も
の

（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

［
略
］

（
一
）
・
（
二
）

［
略
］

十
二
～
十
四

［
略
］

十
二
～
十
四

［
略
］

十
五

繊
維
又
は
こ
れ
を
使
用
し
た
プ
リ
プ
レ
グ
若
し
く
は
プ
リ
フ
ォ
ー

十
五

繊
維
又
は
こ
れ
を
使
用
し
た
プ
リ
プ
レ
グ
若
し
く
は
プ
リ
フ
ォ
ー

ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］
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ハ

無
機
繊
維
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も

ハ

無
機
繊
維
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も

の

の

（
一
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

比
弾
性
率
が
二
、
五
四
〇
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の

１

二
酸
化
け
い
素
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

［
新
設
］

上
で
あ
っ
て
、
比
弾
性
率
が
二
、
五
四
〇
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の

２

比
弾
性
率
が
五
、
六
○
○
、
○
○
○
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

［
新
設
］

の
（
１
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
二
）

［
略
］

（
二
）

［
略
］

ニ
・
ホ

［
略
］

ニ
・
ホ

［
略
］

十
六

［
略
］

十
六

［
略
］

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

軸
受
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

一

軸
受
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分

の

品
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
一
五
〇
一
号
で
定
め
る
精
度
の
等
級
が
五
以
下

の
玉
を
除
く
。
）

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］

ハ

能
動
型
の
磁
気
軸
受
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

ハ

能
動
型
の
磁
気
軸
受
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
又
は
そ
の
た
め
に
特
に
設
計
し
た
部
分
品

当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
三
）

［
略
］

（
一
）
～
（
三
）

［
略
］

二
～
十
一

［
略
］

二
～
十
一

［
略
］

第
六
条
・
第
七
条

［
略
］

第
六
条
・
第
七
条

［
略
］

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
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一
～
八

［
略
］

一
～
八

［
略
］

九

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、

九

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
三
条
第
十
九

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
三
条
第
十
九

号
ハ
（
二
）
２
、
本
号
ヘ
、
第
十
一
号
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該
当

号
ハ
（
二
）
２
、
本
号
ヘ
、
第
十
一
号
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
対
称
鍵
の
長
さ
が

イ

対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
対
称
鍵
の
長
さ
が

五
六
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
又
は
非
対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
ア
ル
ゴ

五
六
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
又
は
非
対
称
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
の
安
全
性
が
次
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

リ
ズ
ム
の
安
全
性
が
次
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
困
難
性
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

該
当
す
る
困
難
性
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た

同
じ
。
）
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ
の
機
密
性
確
保
の
た

め
の
暗
号
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
（

め
の
暗
号
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
（

当
該
暗
号
機
能
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
当
該
暗
号
機
能

当
該
暗
号
機
能
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
当
該
暗
号
機
能

が
有
効
化
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
安
全
な
仕
組
み
の
暗

が
有
効
化
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
安
全
な
仕
組
み
の
暗

号
機
能
有
効
化
の
手
段
以
外
の
手
段
で
暗
号
機
能
を
有
効
化
で
き
る

号
機
能
有
効
化
の
手
段
を
用
い
な
い
で
暗
号
機
能
を
有
効
化
で
き
る

も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
（
七
）
か
ら
（
十
）
ま
で
の
い
ず

も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
（
七
）
か
ら
（
十
）
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
（
十
一
）
か
ら
（
二
十
）
ま
で
に
該
当
す

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
（
十
一
）
か
ら
（
二
十
）
ま
で
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
～
（
九
）

（
一
）
～
（
九
）
［
略
］

（
十
）

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
（
（
七
）
か
ら
（
九
）

（
十
）

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
（
（
七
）
か
ら
（
九
）

ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

１

［
略
］

１

［
略
］

２

当
該
貨
物
の
有
す
る
暗
号
機
能
が
当
該
貨
物
に
組
み
込
ま
れ

２

当
該
貨
物
の
有
す
る
暗
号
機
能
が
当
該
貨
物
に
組
み
込
ま
れ

た
も
の
（
こ
の
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

た
も
の
（
こ
の
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
七

る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八

号
の
二
、
第
八
号
の
二
、
第
八
号
の
三
、
第
九
号
、
第
九
号
の

号
の
二
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

二
若
し
く
は
第
十
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
っ

（
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て

て
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の

い
る
も
の
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（
十
一
）
～
（
十
五
）

［
略
］

（
十
一
）
～
（
十
五
）

［
略
］

（
十
六
）

無
線
パ
ー
ソ
ナ
ル
エ
リ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
用
い
ら
れ

（
十
六
）

無
線
パ
ー
ソ
ナ
ル
エ
リ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
用
い
ら
れ

る
装
置
で
あ
っ
て
、
公
開
さ
れ
た
若
し
く
は
商
業
用
の
暗
号
標
準

る
装
置
で
あ
っ
て
、
公
開
さ
れ
た
若
し
く
は
商
業
用
の
暗
号
標
準

の
み
を
用
い
た
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

の
み
を
用
い
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
暗
号
標
準
に
係
る
暗
号
機
能

を
使
用
し
て
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
範
囲
が
三
〇
メ
ー
ト
ル

を
超
え
な
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
若
し
く
は
八
以
上
の

デ
バ
イ
ス
に
相
互
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
暗
号
標
準
に
係
る
暗
号
機
能
を
使
用
し
て
通
信
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
範
囲
が
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
範
囲
に
限
定
さ

れ
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

（
十
七
）

［
略
］

（
十
七
）

［
略
］

（
十
八
）

ル
ー
タ
ー
、
ス
イ
ッ
チ
、
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
若
し
く
は
リ

（
十
八
）

ル
ー
タ
ー
、
ス
イ
ッ
チ
若
し
く
は
リ
レ
ー
で
あ
っ
て
、

レ
ー
で
あ
っ
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が
装
置
の
操
作
、
管

装
置
の
操
作
、
管
理
若
し
く
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ

理
若
し
く
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、

て
お
り
、
か
つ
、
公
開
さ
れ
た
若
し
く
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の

公
開
さ
れ
た
若
し
く
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の

み
を
用
い
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

（
十
九
）

汎
用
目
的
の
計
算
機
能
を
有
す
る
装
置
若
し
く
は
サ
ー

（
十
九
）

汎
用
目
的
の
計
算
機
能
を
有
す
る
装
置
若
し
く
は
サ
ー

バ
ー
で
あ
っ
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が

バ
ー
で
あ
っ
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
が

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１

［
略
］

１

［
略
］

２

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

２

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

［
略
］

一

［
略
］

二

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
第
二
十
一
条
第
一
項
第

二

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
第
二
十
一
条
第
一
項
第

七
号
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
の
二
、
第
八
号
の
三
、
第
九

七
号
、
第
八
号
の
二
、
第
九
号
又
は
第
十
七
号
の
い
ず
れ
か

号
、
第
九
号
の
二
又
は
第
十
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る

も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の

も
の

（
二
十
）

［
略
］

（
二
十
）

［
略
］

ロ

［
略
］

ロ

［
略
］
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（
一
）

あ
る
貨
物
（
本
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
も

（
一
）

あ
る
貨
物
（
本
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
も

の
に
限
る
。
）
を
本
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
（
本
号
ヘ
に
該
当
し

の
に
限
る
。
）
を
本
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
（
本
号
ヘ
に
該
当
し

な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
変
換
し
、
又
は
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
第

な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
変
換
し
、
又
は
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
第

二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
の
二
、
第
八

二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八
号
の
二
、
第
九
号
又
は
第
十
七

号
の
三
、
第
九
号
、
第
九
号
の
二
又
は
第
十
七
号
に
該
当
し
な
い

号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
第
二
十
一
条
第
一
項
第
九

も
の
に
限
る
。
）
を
第
二
十
一
条
第
一
項
第
九
号
（
第
八
条
第
九

号
（
第
八
条
第
九
号
イ
又
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る

号
イ
又
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る

。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
変
換
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
若
し
く
は

も
の
に
変
換
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
若
し
く
は
改
造
し
た
も
の

改
造
し
た
も
の

（
二
）
本
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又

（
二
）
本
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又

は
第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
の
二
、

は
第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八
号
の
二
若
し
く
は
第
九
号

第
八
号
の
三
、
第
九
号
若
し
く
は
第
九
号
の
二
に
該
当
す
る
プ
ロ

に
該
当
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
本
号
イ
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る

グ
ラ
ム
に
本
号
イ
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機

機
能
と
同
等
の
機
能
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し

能
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
、
若
し
く
は
改
造

、
若
し
く
は
改
造
し
た
も
の

し
た
も
の

ハ
～
へ

［
略
］

ハ
～
ヘ
［
略
］

十

［
略
］

十

［
略
］

十
一

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
部
分
品
の
う
ち
、

十
一

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
部
分
品
の
う
ち
、

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
を
無
効
化
し
、
機
能
を
低

情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
を
無
効
化
し
、
機
能
を
低

下
さ
せ
又
は
迂
回
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

下
さ
せ
若
し
く
は
迂
回
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
暗
号
解
析
を
行
う
よ

る
も
の

う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
（
リ
バ
ー
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

の
方
法
に
よ
り
暗
号
解
析
機
能
を
実
行
す
る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改

造
し
た
も
の
を
含
む
。
）

イ

暗
号
解
析
を
行
う
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
（
リ
バ

［
新
設
］

ー
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
方
法
に
よ
り
暗
号
解
析
機
能
を
実
行
す

る
よ
う
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
を
含
む
。
）

ロ

電
子
計
算
機
の
端
末
又
は
通
信
端
末
か
ら
生
デ
ー
タ
を
抽
出
す
る

［
新
設
］

も
の
（
イ
又
は
第
七
条
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ

っ
て
、
そ
の
機
能
実
現
の
た
め
に
電
子
計
算
機
の
端
末
又
は
通
信
端
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末
の
認
証
又
は
承
認
制
御
を
迂
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計

し
た
も
の
（
電
子
計
算
機
の
端
末
又
は
通
信
端
末
の
設
計
又
は
製
造

の
た
め
に
特
に
設
計
し
た
シ
ス
テ
ム
又
は
装
置
、
若
し
く
は
次
の
（

一
）
か
ら
（
四
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）

デ
バ
ッ
カ
ー
、
ハ
イ
パ
ー
バ
イ
ザ
ー

（
二
）

論
理
デ
ー
タ
抽
出
に
限
定
さ
れ
た
も
の

（
三
）

チ
ッ
プ
オ
フ
や
Ｊ
Ｔ
Ａ
Ｇ
を
使
用
し
て
デ
ー
タ
抽
出
す
る

も
の

（
四
）

ジ
ェ
イ
ル
ブ
レ
ー
キ
ン
グ
又
は
ル
ー
ト
化
用
に
特
別
に
設

計
さ
れ
た
も
の

十
二

第
九
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
若
し
く
は

十
二

第
九
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
設
計
用

本
号
に
該
当
す
る
測
定
装
置
の
設
計
用
の
装
置
若
し
く
は
製
造
用
の
装

の
装
置
若
し
く
は
製
造
用
の
装
置
又
は
第
九
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず

置
又
は
第
九
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
が
有
す

れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
が
有
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管

る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
機
能
（
第
二
十
一
条
第
一
項

理
機
能
（
第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八
号
の
二
又
は
第
九
号
の

第
七
号
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
の
二
、
第
八
号
の
三
、
第
九
号
又
は

い
ず
れ
か
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
有
す
る
機
能
を
含
む
。
）
を
評
価
し
、
若

第
九
号
の
二
の
い
ず
れ
か
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
有
す
る
機
能
を
含
む
。
）

し
く
は
検
証
す
る
た
め
の
測
定
装
置

を
評
価
し
、
若
し
く
は
検
証
す
る
た
め
の
測
定
装
置

第
九
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様

第
九
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様

の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九
の
三

[

略]

一
～
九
の
三

[

略]

十

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
又
は
そ
の
部
分
品
、
附
属
品
若
し
く
は
試
験
装
置

十

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
又
は
そ
の
部
分
品
、
附
属
品
若
し
く
は
試
験
装
置

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

波
長
可
変
レ
ー
ザ
ー
発
振
器
以
外
の
持
続
波
レ
ー
ザ
ー
発
振
器
で

イ

波
長
可
変
レ
ー
ザ
ー
発
振
器
以
外
の
持
続
波
レ
ー
ザ
ー
発
振
器
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ニ
に
該
当
す
る
も
の

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ニ
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

（
一
）
～
（
五
）

[

略]

（
一
）
～
（
五
）

[

略]

（
六
）

九
七
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
一
、
一
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以

（
六
）

九
七
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
一
、
一
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
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下
の
波
長
範
囲
で
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て

下
の
波
長
範
囲
で
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

単
一
横
モ
ー
ド
で
発
振
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

１

単
一
横
モ
ー
ド
で
発
振
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

定
格
出
力
が
一
、
〇
〇
〇
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

一

定
格
平
均
出
力
が
一
、
〇
〇
〇
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

二

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

二

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ

定
格
出
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

イ

定
格
平
均
出
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

ロ

ス
ペ
ク
ト
ル
バ
ン
ド
幅
が
四
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満
の

ロ

ス
ペ
ク
ト
ル
バ
ン
ド
幅
が
四
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満
の

も
の

も
の

２

［
略
］

２

［
略
］

（
七
）
～
（
十
）

[

略]

（
七
）
～
（
十
）

[

略]

ロ
～
ヘ

［
略
］

ロ
～
ヘ

［
略
］

十
の
二
～
十
六

［
略
］

十
の
二
～
十
六

［
略
］

第
十
条
・
第
十
一
条

［
略
］

第
十
条
・
第
十
一
条

［
略
］

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

液
体
燃
料
を
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
船
舶
用
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

二

液
体
燃
料
を
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
船
舶
用
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
ン
ジ
ン
（
船
舶
の
発
電
若
し
く
は
推
進
に
適
合
し
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
ン
ジ
ン
（
船
舶
の
発
電
若
し
く
は
推
進
に
適
合
し
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
ン
ジ
ン
で
あ
っ
て
、
産
業
用
の
も
の
又
は
航
空
機
用
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
ン
ジ
ン
で
あ
っ
て
、
産
業
用
の
も
の
又
は
航
空
機
用
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

エ
ン
ジ
ン
か
ら
派
生
し
た
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び

エ
ン
ジ
ン
か
ら
派
生
し
た
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び

ロ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
た
め
に
特
に
設
計
し
た
組
立
品
若
し
く

ロ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
た
め
に
特
に
設
計
し
た
組
立
品
若
し
く

は
部
分
品

は
部
分
品

イ

国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
三
九
七
七
／
二
（
一
九
九
七
）
が
定
め
る
比
較

イ

国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
三
九
七
七
／
二
（
一
九
九
七
）
が
定
め
る
比
較

基
準
条
件
で
の
定
常
状
態
で
動
作
す
る
場
合
の
最
大
連
続
出
力
が
二

基
準
条
件
で
の
定
常
状
態
で
動
作
す
る
場
合
の
最
大
連
続
出
力
が
二

四
、
二
四
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

四
、
二
四
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の



- 10 -

ロ

液
体
燃
料
の
使
用
時
の
補
正
燃
料
消
費
率
が
最
大
連
続
出
力
の
三

ロ

液
体
燃
料
の
使
用
時
の
補
正
燃
料
消
費
量
が
最
大
連
続
出
力
の
三

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
い
て
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
〇
・
二
一
九
キ

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
い
て
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
〇
・
二
一
九
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

三

［
略
］

三

［
略
］

四

宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ
う
体
若
し
く
は
そ
の
打
上
げ
用
の
飛
し
ょ
う

四

宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ
う
体
若
し
く
は
そ
の
打
上
げ
用
の
飛
し
ょ
う

体
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

体
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

の

イ
～
ホ

［
略
］

イ
～
ホ

［
略
］

へ

準
軌
道
用
の
飛
し
ょ
う
体

［
新
設
］

四
の
二
～
二
十

［
略
］

四
の
二
～
二
十

［
略
］

第
十
三
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
四
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定

第
十
三
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
四
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

［
削
る
］

４

削
除

４
・
５

［
略
］

５
・
６

［
略
］

［
削
る
］

７

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
四
の
項
（
八
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
速
度
を
有
す
る

電
気
制
動
シ
ャ
ッ
タ
ー
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
ト
ク
ロ
ミ
ッ
ク
作
用
又
は
電
気

光
学
効
果
を
利
用
し
た
も
の
（
カ
メ
ラ
用
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）

と
す
る
。

６
～
８

［
略
］

８
～

［
略
］

10

第
十
四
条
～
第
十
六
条

［
略
］

第
十
四
条
～
第
十
六
条

［
略
］

第
十
七
条

［
略
］

第
十
七
条

［
略
］

一

[

略]

一

[

略]
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二

第
四
条
第
十
二
号
ハ
若
し
く
は
ニ
又
は
第
十
五
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に

二

第
四
条
第
二
号
、
第
十
二
号
ハ
若
し
く
は
ニ
又
は
第
十
五
号
ハ
若
し

該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

く
は
ニ
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ

く
。
）

ラ
ム
を
除
く
。
）

三

第
四
条
第
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

三

第
四
条
第
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技

（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技

術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

２
～
５

［
略
］

２
～
５

［
略
］

６

［
略
］

６

［
略
］

一

第
四
条
第
十
二
号
ハ
若
し
く
は
ニ
若
し
く
は
第
十
五
号
ハ
若
し
く
は

一

第
四
条
第
二
号
、
第
十
二
号
ハ
若
し
く
は
ニ
又
は
第
十
五
号
ハ
若
し

ニ
又
は
第
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
す
る
た
め
の
プ
ロ

く
は
ニ
に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

二

有
機
物
、
金
属
又
は
炭
素
を
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
す
る
複
合
材
料
を
設

二

有
機
物
、
金
属
又
は
炭
素
を
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
す
る
複
合
材
料
を
設

計
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

計
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

７

［
略
］

７

［
略
］

第
十
八
条

［
略
］

第
十
八
条

［
略
］

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

［
略
］

一
～
五

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］
。

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

極
端
紫
外
を
用
い
て
集
積
回
路
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
用
の
マ
ス

一

導
体
、
絶
縁
体
又
は
半
導
体
に
対
し
て
マ
ス
ク
パ
タ
ー
ン
を
転
写
さ

ク
又
は
レ
チ
ク
ル
の
パ
タ
ー
ン
を
設
計
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
コ

せ
る
た
め
の
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
工
程
、
エ
ッ
チ
ン
グ
工
程
又
は
成
膜
工
程

ン
ピ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
条
件
設
定
す
る
た
め
の
物
理
的
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

二
～
四

[

略]

二
～
四

［
略
］

五

直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
シ
リ
コ
ン
ウ
エ
ハ
ー
の
外
周
の
除
外

［
新
設
］
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領
域
を
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
た
ウ
エ
ハ
ー
の
表
面
に
対
す
る
ス

ラ
イ
ス
、
研
削
及
び
研
磨
の
技
術
の
う
ち
、
長
さ
二
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

、
幅
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
に
分
割
さ
れ
た
い
ず
れ
の
領
域
に
お

け
る
平
坦
度
が
二
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な

技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

４

［
略
］

４

［
略
］

５

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
五
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

５

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
五
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

削
除

一

導
体
、
絶
縁
体
又
は
半
導
体
に
対
し
て
マ
ス
ク
パ
タ
ー
ン
を
転
写
さ

せ
る
た
め
の
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
工
程
、
エ
ッ
チ
ン
グ
工
程
又
は
成
膜
工
程

を
条
件
設
定
す
る
た
め
の
物
理
的
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

二
～
五

[

略]

二
～
五

[

略]

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
一
条

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

第
二
十
一
条

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

二
の
二

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

二
の
二

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
（
同
条
第
十
一
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
計
又
は

も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

三

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

三

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
同
条
第
十
一
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
使
用
に
必
要
な

の
使
用
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

四
～
六

［
略
］

四
～
六

［
略
］

七

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
イ
ま
で
又
は
本
項
第
九
号
の
い
ず
れ

七

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又
は
本
項
第
九
号
の
い
ず
れ
か

か
に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ

に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ

ロ
グ
ラ
ム

グ
ラ
ム
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七
の
二

第
八
条
第
十
一
号
ロ
又
は
本
項
第
九
号
の
二
に
該
当
す
る
も
の

［
新
設
］

を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
プ
ロ
グ

ラ
ム

八

［
略
］

八

［
略
］

八
の
二

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
イ
ま
で
又
は
本
項
第
九
号
の
い

八
の
二

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又
は
次
号
の
い
ず
れ
か
に

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

該
当
す
る
も
の
を
使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

八
の
三

第
八
条
第
十
一
号
ロ
又
は
本
項
第
九
号
の
二
に
該
当
す
る
も
の

［
新
設
］

を
使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

九

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
第
八
条
第
九
号
イ
若
し
く
は
ハ
か
ら
ホ
ま

九

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
第
八
条
第
九
号
イ
若
し
く
は
ハ
か
ら
ホ
ま

で
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す

で
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る

る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
、
当
該
機
能
を
実
現
す
る
た
め

機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
、
当
該
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の

の
も
の
又
は
当
該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
又
は
当
該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

も
の
（
第
八
条
第
九
号
イ
又
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

の
（
第
八
条
第
九
号
イ
又
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

は
、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の
の
う

、
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の
の
う
ち

ち
、
そ
の
機
能
が
、
操
作
、
管
理
又
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ

、
そ
の
機
能
が
、
操
作
、
管
理
又
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

九
の
二

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
第
八
条
第
十
一
号
ロ
に
該
当
す
る
貨

［
新
設
］

物
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
、
当
該
機
能
を
実
現

す
る
た
め
の
も
の
又
は
当
該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
（
侵
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

十
～
十
七

［
略
］

十
～
十
七

［
略
］

２

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

２

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
四

［
略
］

一
～
十
四

［
略
］

十
五

法
執
行
に
よ
る
監
視
又
は
分
析
を
行
う
た
め
に
特
別
に
設
計
又
は

［
新
設
］

改
造
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
機
能
を
実
現
す

る
も
の
（
第
一
項
第
五
号
、
同
項
第
六
号
、
同
項
第
八
号
若
し
く
は
本

項
第
二
号
又
は
本
号
ハ
か
ら
ト
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
た
め
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に
専
用
に
設
計
又
は
改
造
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

イ

通
信
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
か
ら
、
ハ
ン
ド
オ
ー
バ
ー
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ー
ス
を
用
い
て
取
得
し
た
通
信
内
容
又
は
メ
タ
デ
ー
タ
に
対
し

て
、
ハ
ー
ド
セ
レ
ク
タ
ー
に
基
づ
い
て
検
索
を
実
行
す
る
も
の

ロ

通
信
内
容
若
し
く
は
メ
タ
デ
ー
タ
又
は
イ
の
検
索
に
基
づ
き
、
関

係
す
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
解
析
又
は
狙
っ
た
個
人
の
動
き
を
追

跡
す
る
も
の

ハ

課
金
目
的

ニ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
サ
ー
ビ
ス
品
質
管
理
（
Ｑ
ｏ
Ｓ
）

ホ

利
用
者
の
体
感
品
質
管
理
（
Ｑ
ｏ
Ｅ
）

ヘ

仲
介
装
置

ト

モ
バ
イ
ル
決
裁
又
は
銀
行
業
務

十
六

第
十
五
号
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
（
操
作
に
係

［
新
設
］

る
も
の
を
除
く
。
）
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
略
］

第
二
十
二
条
～
第
二
十
四
条

［
略
］

第
二
十
二
条
～
第
二
十
四
条

［
略
］

第
二
十
五
条

[

略]

第
二
十
五
条

[

略]

２

[

略]

２

[

略]

３

外
為
令
別
表
の
一
三
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

３

外
為
令
別
表
の
一
三
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

[

略]
一

[

略]

二

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

二

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
除
く
。
）
又
は
そ
の
設
計
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
除
く
。
）
又
は
そ
の
設
計
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

イ
～
リ

[

略]

イ
～
リ

[
略]

ヌ

フ
ァ
ン
ブ
レ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当

ヌ

中
空
の
フ
ァ
ン
ブ
レ
ー
ド




